
- 27 -

高齢・障害者雇用支援機構評価シート（７） （注：中期計画二年度目）

中期目標 中期計画 平成２１年度計画 平成２１年度の業務の実績

第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービスその他の
その他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標 業務の質の向上に関する目標を達成するため
通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置 とるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

１ 高年齢者等に係る雇用関係業務に ２ 高年齢者等に係る雇用関係業務に ２ 高年齢者等に係る雇用関係業務に関する事
関する事項 関する事項 項

(3)労働者に対して、その高齢期におけ (3)労働者に対して、その高齢期におけ (3)労働者に対して、その高齢期における職業
る職業生活の設計を行うことを容易に る職業生活の設計を行うことを容易に 生活の設計を行うことを容易にするために必
するために必要な助言又は指導を行う するために必要な助言又は指導を行う 要な助言又は指導を行うことに関する事項
ことに関する事項 ことに関する事項
高年齢者雇用確保措置の実施状況や 高年齢者雇用確保措置の実施状況や 高年齢者雇用確保措置の実施状況や団塊の

団塊の世代が６０歳に到達しつつある 団塊の世代が６０歳に到達しつつある 世代の全員が６０歳に到達し、さらに平成２
ことを踏まえ、６５歳以降を視野に入 ことを踏まえ、６５歳以降を視野に入 ４年には６５歳に到達しはじめることを踏ま
れた職業生活設計に重点を移し、労働 れた職業生活設計に重点を移し、労働 え、労働者が早い段階から自らのキャリア設
者が早い段階から自らの希望と能力に 者が早い段階から自らの希望と能力に 計を含めた職業生活の設計を行い、６５歳以
応じた多様な働き方を選択し、実現で 応じた多様な働き方を選択し、実現で 降まで多様な働き方を選択し、自らの希望と
きるようにするため、職業安定機関等 きるようにするため、職業安定機関等 能力に応じて働くことができるようにするた
と密接な連携を図りながら、高齢期に と密接な連携を図りながら、高齢期に め、職業安定機関等と密接な連携を図りなが
おける職業生活の設計のための助言、 おける職業生活の設計のための助言、 ら、労働者の高齢期における職業生活設計を
援助を行うこと。 援助を行う。 効果的に支援する高齢期雇用就業支援業務を

行う。

① コーナーの利用ニーズに対応した ① 利用ニーズに対応した業務実施体制等の
業務の見直しの実施 整備
利用ニーズの少ない地域では廃止 なお、コーナーについて、利用ニー コーナーにおいては、各種セミナーの実

する等業務の見直し及び箇所数の削 ズの少ない地域では廃止する等業務の 施、年金や健康管理等生活面も含めた幅広
減を行った上で、存続するコーナー 見直し及び箇所数の削減を行った上 い内容の個別相談及び職業安定機関等関係
のうち、事業性が見込まれる３か所 で、存続するコーナーのうち、事業性 機関等との連携の下に行う具体的な支援等
程度に民間競争入札を導入するとと が見込まれる３か所程度に民間競争入 の業務を一体的に展開する。
もに、導入の結果を踏まえ、民間競 札を導入するとともに、導入の結果を 業務の実施に当たっては、平成２０年度
争入札の範囲の拡大等について検討 踏まえ、民間競争入札の範囲の拡大等 における業務の実績や効果を把握・分析し、
すること。 について検討する。 さらに利用者のニーズに的確に応えられる

よう、業務の内容や実施方法について改善
・見直しを行い、より一層効果的・効率的
なものとするとともに、経費の削減に努め
る。各コーナーにおける取組の好事例も含
めた「業務マニュアル」を作成・配付し、
地域の実情に応じた創意工夫により業務の
充実を図る。
また、東京、愛知及び広島の３か所にお

いて民間競争入札を実施し、平成２２年１
月から民間事業者による事業を開始する。
他の３３県においては、会場の借上げあ

るいは事業所への出張等による職業生活設
計セミナー等のセミナーや交流会の開催、
ホームページ等を活用した情報提供等を、
地域の実情、利用者ニーズに応じて創意工
夫をし、効果的・効率的に実施する。

② コーナーにおける在職者を中心と ア 在職者を中心とした中高年齢者に ② コーナーにおける在職者を中心とした中
した中高年齢者に対する個別相談等 対する個別相談等の実施 高年齢者に対する個別相談等の効果的な実
の効果的な実施 施
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①の見直し後に存続するコーナー 見直し後に存続するコーナーにお コーナーにおいては、相談支援、セミナ
において、就業をはじめ、生活設計、 いて、６５歳以降を視野に入れた職 ー・講習会の開催、情報提供等の業務を各
生きがい等広範な分野に関する各種 業生活設計に重点を移すため、就業 業務間の十分な連携の下に一体となって運
情報の提供、キャリアカウンセリン をはじめ、生活設計、生きがい等広 営することとし、６５歳以降まで多様な働
グ等の相談支援の充実に努め、６５ 範な分野に関する各種情報の提供、 き方を選択し、自らの希望と能力に応じて
歳以降の職業生活設計を視野に入れ キャリアカウンセリング等の相談支 働くことができるような高齢期の職業生活
た、利用者のニーズに合った相談を 援の充実に努め、外部から専門家を 設計を支援するため、キャリア設計、再就
積極的に実施すること。なお、実施 招聘するなどにより利用者のニーズ 職・退職準備のみならず、就業、生活設計、
に当たっては、利用者の利便性に考 に合った相談を積極的に実施する。 健康、年金、生きがい等広範な分野にわた
慮した土日・夜間における相談を積 実施に当たっては、利用者の利便 る高齢期において働く上で重要かつ必要と
極的に実施すること。 性に考慮した土日・夜間における相 される各種情報の提供、キャリアカウンセ

談を積極的に実施する。 リング等の相談支援の充実を図る。また、
利用者のニーズを的確に把握し、外部から
専門家を招聘するなどによりニーズに合っ
た相談を実施する。
実施に当たっては、利用者の利便性に考

慮し土日・夜間における相談を積極的に実
施するとともに、セミナー前後の利用者の
相談窓口への誘導や出張相談を積極的に行
う。

実施後は、利用者に対してアンケ 実施後は、利用者に対してアンケ 相談支援は、３９，０００件以上実施す
ート調査を実施し、８０％以上の利 ート調査を実施し、有効回答のうち る。また、実施後は、利用者に対してアン
用者から高齢期における職業生活設 ８０％以上の利用者から高齢期にお ケート調査を実施し、有効回答のうち８０
計を行う上で効果があった旨の評価 ける職業生活設計を行う上で効果が ％以上の利用者から高齢期における職業生
を得られるようにすること。 あった旨の評価を得られるようにす 活設計を行う上で効果があった旨の評価が

る。 得られるよう質の向上を図る。さらに、効
果がなかった旨の評価に対しては、自由回
答欄の記載を分析し、その原因等を把握す
る等により、より効果が得られる内容とな
るよう随時見直しを図る。

③ 職業生活設計等に関するセミナー イ 職業生活設計等に関するセミナー ③ 職業生活設計等に関するセミナー・講習
・講習会の開催 ・講習会の開催 会の開催
６５歳以降を視野に入れた高齢期 ６５歳以降を視野に入れた高齢期 イ ６５歳以降を視野に入れた高齢期におけ

における職業生活設計等に資する再 における職業生活設計等に資する再 る職業生活設計等に資する再就職活動をは
就職活動をはじめ、健康、年金、地 就職活動をはじめ、健康及びボラン じめ、健康、年金及びボランティア等の地
域活動等の各種情報を提供するため、 ティア等の地域活動等の各種情報を 域活動等広範な分野にわたる高齢期におい
利用者のニーズの把握と多様なテー 提供するため、利用者のニーズの把 て働く上で重要かつ必要な分野に関する各
マ設定に努めつつ、セミナー・講習 握と多様なテーマ設定に努めつつ、 種情報を提供するため、事業主や利用者の
会を開催すること。 セミナー・講習会を開催する。実施 ニーズを的確に把握し、ニーズに合った多
なお、実施に当たっては、在職者 に当たっては、在職者の受講の利便 様なテーマ設定に努めつつ、セミナー・講

の受講の利便性に考慮した土日・夜 性に考慮した土日・夜間におけるセ 習会を実施する。
間におけるセミナー、事業所に出張 ミナー、事業所に出張してのセミナ 実施に当たっては、在職者の受講の利便
してのセミナーを積極的に開催する ーを積極的に開催する。 性に考慮した土日・夜間におけるセミナー
こと。 ・講習会、事業所に出張してのセミナーを

積極的に開催するとともに、セミナーのテ
ーマの設定、内容の構成については、労働
者が６５歳以降まで働き続けることに資す
る、あるいは強く関連するものとなるよう
にする。

また、高年齢者等のセカンドキャ 高年齢者等のセカンドキャリアを ロ 高年齢者等のセカンドキャリアを総合的
リアを総合的に支援するため、シル 総合的に支援するため、シルバー人 に支援するため、シルバー人材センター等
バー人材センター等の関係機関と連 材センター等の関係機関と連携しつ の関係機関と連携しつつ、雇用・就業・起
携しつつ、雇用・就業にかかる情報 つ、雇用・就業・起業・ボランティ 業・ボランティア活動・ＵＩターン等に係
提供や個別相談、実体験セミナー等 ア活動・ＵＩターン等に係る情報提 る情報提供や個別相談、実体験セミナー等
を実施すること。 供や個別相談、実体験セミナー等を を実施する。

実施する。
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セミナー・講習会終了後、受講者 セミナー・講習会終了後、受講者 イの各種セミナー・講習会及びロの実体
にアンケート調査を実施し、８５％ にアンケート調査を実施し、有効回 験セミナーは、１２０，０００人以上の受
以上の受講者から高齢期における職 答のうち８５％以上の受講者から高 講者を対象に実施する。また、実施後は受
業生活設計を行う上で有用であった 齢期における職業生活設計を行う上 講者にアンケート調査を実施し、有効回答
旨の評価を得られるようにすること。 で有用であった旨の評価を得られる 者のうち８５％以上の受講者から高齢期に

ようにする。 おける職業生活設計を行う上で有用であっ
た旨の評価が得られるよう質の向上を図る。
さらに、有用でなかった旨の評価に対して
は、自由回答欄の記載を分析し、その原因
等を把握する等により、より受講者の有用
度を高める内容となるよう随時見直しを図
る。

【評価項目７ 在職者を中心とした中高年齢者に対する業務 自己評価 評定
等】

評 価 の 視 点 等（現行） 評 価 の 視 点 等（案） 変 更 の 理 由 等

［数値目標］※［ ］内は第２期中期目標期間中の目標値に ［数値目標］※［ ］内は第２期中期目標期間中の目標値について、
ついて、年度計画において設定した目標値 年度計画において設定した目標値

・コーナーについて、利用ニーズの少ない地域では廃止する ・コーナーについて、利用ニーズの少ない地域では廃止する等業務の
等業務の見直し及び箇所数の削減を行った上で、存続する 見直し及び箇所数の削減を行った上で、存続するコーナーのうち、
コーナーのうち、事業性が見込まれる３か所程度に民間競 事業性が見込まれる３か所程度に民間競争入札を導入すること。
争入札を導入すること。
コーナーについて、事業性が見込まれる３か所程度に民間 （削除） ・平成２１年度計画に基づく削除。
競争入札を導入することを踏まえ、入札の対象範囲、実施
予定時期、契約期間等を内容とする計画を官民競争入札等
監理委員会と連携しつつ適切に策定すること。

東京、愛知及び広島の３か所について平成20年５月に民間
競争入札実施計画案を策定（12月に同内容が閣議決定）

・相談支援は、２７，０００件以上実施すること。 ・相談支援は、３９，０００件以上実施すること。 ・平成２１年度計画に基づく変更。

平成20年度 41,784件
（平成19年度 35,046件）

・利用者に対してアンケート調査を実施し、８０％以上の利 ・利用者に対してアンケート調査を実施し、８０％以上の利用者から
用者から高齢期における職業生活設計を行う上で効果があ 高齢期における職業生活設計を行う上で効果があった旨の評価が得
った旨の評価が得られるようにすること。 られるようにすること。

平成20年度 97.9％
（平成19年度 97.5％）

・各種セミナー・講習会及び実体験セミナーは、９３，００ ・各種セミナー・講習会及び実体験セミナーは、１２０，０００人以 ・平成２１年度計画に基づく変更。
０人以上の受講者を対象に実施すること。 上の受講者を対象に実施すること。

平成20年度 139,992人
（平成19年度 107,437人）

・セミナー・講習会終了後、受講者にアンケート調査を実施 ・セミナー・講習会終了後、受講者にアンケート調査を実施し、８５
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し、８５％以上の受講者から高齢期における職業生活設計 ％以上の受講者から高齢期における職業生活設計を行う上で有用で
を行う上で有用であった旨の評価を得られるようにするこ あった旨の評価を得られるようにすること。
と。

平成20年度 95.8％
（平成19年度 95.5％）

［評価の視点］ ［評価の視点］
第２ ２ (3) ② コーナーにおける在職者を中心とした中 第２ ２ (3) ② コーナーにおける在職者を中心とした中高年齢者

高年齢者に対する個別相談等の効果的な実施 に対する個別相談等の効果的な実施

・高齢期雇用就業支援コーナーにおいて、利用者のニーズに ・高齢期雇用就業支援コーナーにおいて、利用者のニーズに合った相
合った相談や土日・夜間における相談を積極的に実施して 談や土日・夜間における相談を積極的に実施しているか。
いるか。

・アンケート調査の回答者のうち８０％以上から高齢期にお ・アンケート調査の回答者のうち８０％以上から高齢期における職業
ける職業生活設計を行う上で効果があった旨の評価が得ら 生活設計を行う上で効果があった旨の評価が得られたか。
れたか。

第２ ２ (3) ③ 職業生活設計等に関するセミナー・講習 第２ ２ (3) ③ 職業生活設計等に関するセミナー・講習会の開催
会の開催

・セミナー・講習会の開催について、利用者のニーズの把握 ・セミナー・講習会の開催について、利用者のニーズの把握と多様な
と多様なテーマの設定を行っているか。 テーマの設定を行っているか。

・在職者の受講の利便性に考慮した土日・夜間におけるセミ ・在職者の受講の利便性に考慮した土日・夜間におけるセミナー、事
ナー、事業所に出張してのセミナーを積極的に開催してい 業所に出張してのセミナーを積極的に開催しているか。
るか。

・シルバー人材センター等の関係機関と連携しつつ、雇用・ ・シルバー人材センター等の関係機関と連携しつつ、雇用・就業・起
就業・起業・ボランティア活動・ＵＩターン等に係る情報 業・ボランティア活動・ＵＩターン等に係る情報提供や個別相談、
提供や個別相談、実体験セミナー等を実施しているか。 実体験セミナー等を実施しているか。

・アンケート調査の回答者のうち８５％以上から高齢期にお ・アンケート調査の回答者のうち８５％以上から高齢期における職業
ける職業生活設計を行う上で有用であった旨の評価が得ら 生活設計を行う上で有用であった旨の評価が得られたか。
れたか。
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高齢・障害者雇用支援機構評価シート（８） （注：中期計画二年度目）

中期目標 中期計画 平成２１年度計画 平成２１年度の業務の実績

第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービスその他の
その他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標 業務の質の向上に関する目標を達成するため
通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置 とるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

２ 障害者に係る雇用関係業務に関す ３ 障害者に係る雇用関係業務に関す ３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項
る事項 る事項

(1)障害者職業センターの設置運営業務 (1)障害者職業センターの設置運営業務 (1)障害者職業センターの設置運営業務の実施
の実施に関する事項 の実施に関する事項 に関する事項

障害者職業センターにおける職業リ 障害者職業センターにおける職業リ 障害者職業センターにおける職業リハビリ
ハビリテーションについては、障害者 ハビリテーション関係業務について テーション関係業務については、障害者雇用
各人の障害の種類及び程度並びに希 は、障害者雇用納付金関係業務等と有 納付金関係業務等と有機的な連携を図るとと
望、適性、職業経験等の条件に応じ、 機的な連携を図るとともに、サービス もに、サービスを希望する者の就労支援ニー
総合的かつ効果的に実施すること。そ を希望する者の就労支援ニーズをでき ズをできる限り的確に把握しつつ、職業安定
のために、各関係機関との連携を図る る限り的確に把握しつつ、職業安定機 機関を始め、福祉、教育、医療機関等の関係
とともに、職業リハビリテーションの 関を始め、福祉、教育、医療機関等の 機関との密接な連携の下、適正かつ効果的に
実施に係る目標を設定し、厳格な外部 関係機関との密接な連携の下、適正か 業務を実施する。
評価を実施すること。 つ効果的に業務を実施する。 また、効率的かつ効果的な業務の実施に資

また、効率的かつ効果的な業務の実 するため、外部のリハビリテーション専門家
・ 障害者職業総合センター（以下「総 施に資するため、外部のリハビリテー から構成する職業リハビリテーション専門部
合センター」という。）については、 ション専門家による厳格な評価を実施 会において厳格な評価を実施する。
職業リハビリテーションの中核的機 する。
関としての機能を最大限発揮するこ
と。

・ 広域障害者職業センター（以下「広
域センター」という。）については、
全国の広範な地域から職業的重度障
害者を受け入れるとともに、地域セ
ンターについては、各都道府県にお
ける中核的な職業リハビリテーショ
ン機関として、職業安定機関、障害
者就業・生活支援センター、就労移
行支援事業者等とのネットワークを
構築し、連携の強化や各種情報の共
有化を図り、職業リハビリテーショ
ンに係る人材の育成や関係機関に対
する助言・援助に取り組むこと。

① 職業リハビリテーションの総合的 ア 職業リハビリテーションの総合的 ①職業リハビリテーションの総合的・効果的
・効果的な実施 ・効果的な実施 な実施
ア 障害者の個々の特性に応じた専門 ① 障害者の個々の特性に応じた専門 イ 障害者の個々の特性に応じた専門的支援
的支援の実施 的支援の実施 の実施
・ 地域センターについては、サー ・ 地域センターにおいては、発達 ・ 地域センターにおいては、発達障害者
ビスを希望する者の就労支援ニー 障害者等に対する専門的支援を始 等に対する専門的支援を始め、地域にお
ズをできる限り的確に把握し、第 め、地域における就労支援機関の ける就労支援機関の整備状況等を踏まえ、
２期中期目標期間中に延べ１２ 整備状況等を踏まえ、どの地域に どの地域においても適切な職業リハビリ
５，０００人以上の障害者に対し、 おいても適切な職業リハビリテー テーションを均等・公平に受けられるよ
より就職・職場定着に結びつく効 ションサービスを均等・公平に受 うにした上で、他の機関では支援が困難
果的な職業リハビリテーションサ けられるようにした上で、他の機 な障害者に対する職業リハビリテーショ
ービスを実施すること。 関では支援が困難な障害者に対す ンサービスを重点的に実施することとし、
各地域における就労支援機関の る職業リハビリテーションサービ ２５，０００人以上の障害者に対し、効

状況を踏まえ、どの地域において スを重点的に実施することとし、 果的な職業リハビリテーションサービス
も、適切な職業リハビリテーショ 第２期中期目標期間中に延べ１２ を実施する。

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
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ンを均等・公平に受けられるよう ５，０００人以上の障害者に対し、 なお、メンタルヘルス分野等における
にした上で、就職等の困難性の高 効果的な職業リハビリテーション 医療機関と積極的に連携し、精神障害者
い障害者（精神障害者、発達障害 サービスを実施する。なお、メン の復職支援（リワーク支援）・再就職支援
者、難病者等）に対する専門的支 タルヘルス分野等における医療機 を効果的に行うとともに、ニート等の自
援を重点的に実施すること。 関との連携による精神障害者に対 立支援機関や教育機関との連携を強化し、
なお、メンタルヘルス分野にお する復職（リワーク）・再就職支 発達障害を有するより多くの若者に対し

ける医療機関との連携による精神 援を行うとともに、ニート等の自 て、的確かつ幅広い職業リハビリテーシ
障害者に対するリワーク・再就職 立支援機関や教育機関との連携に ョンサービスを実施する。
支援を行うとともに、ニート等の よる、発達障害を有する若者に対
自立支援機関や教育機関との連携 する支援の充実を図る。
による、発達障害を有する若者に
対する支援の充実に努めること。

・ 的確な職業評価とインフォーム ・ 効果的な職業リハビリテーションサー
ドコンセント（説明と同意）に基 ビスを実施するため、的確な職業評価と
づいて、個々の障害者の特性に応 インフォームドコンセント（説明と同意）
じた職業リハビリテーション計画 に基づいて、個々の障害者の特性に応じ
を策定することとし、第２期中期 た職業リハビリテーション計画を１７，
目標期間中に当該計画を延べ８ ０００件以上策定する。
５，０００件以上策定する。

・ 障害者の就労の可能性を高め ・ 個々の障害者の特性を踏まえ作 ・ 個々の障害者の特性を踏まえ作成した
るため、地域センターにおける職 成した指導カリキュラムに基づ 指導カリキュラムに基づき、基本的労働
業準備訓練、職業講習の実施によ き、職業準備訓練及び職業講習を 習慣の獲得、職業に関する知識の習得、
り、第２期中期目標期間中におい 的確かつ効果的に実施することに 社会生活技能の向上等を図る職業準備支
て７５％以上の対象者が就職等に より、障害者の就労の可能性を高 援(※)を的確かつ効果的に実施すること
向かう次の段階（職業紹介、ジョ め、第２期中期目標期間中に７５ により、障害者の就労の可能性を高め、
ブコーチ支援事業、職業訓練、職 ％以上の対象者が就職等に向かう ７５％以上の対象者が就職等に向かう次
場実習等）に移行できるようにす 次の段階（職業紹介、ジョブコー の段階（職業紹介、ジョブコーチ支援事
ること。 チ支援事業、職業訓練、職場実習 業、職業訓練、職場実習等）へ移行でき
また、経済・雇用失業情勢を踏 等）へ移行できるようにするとと るようにするとともに、職業紹介等の業

まえつつ、職業紹介等の業務を担 もに、職業紹介等の業務を担当す 務を担当する職業安定機関との緊密な連
当する職業安定機関との緊密な連 る職業安定機関との緊密な連携を 携を図り、その修了者の就職率が５０％
携を図り、第２期中期目標期間中 図り、その修了者の就職率が５０ 以上となることに資するため、その内容
においてその修了者の就職率が５ ％以上となることに資するため、 の充実を図る。
０％以上となることに資するた その内容の充実を図る。なお、Ｏ さらに、発達障害者に対しては、総合
め、その内容の充実を図ること。 Ａ講習は、地域センターの専門的 センター職業センターで開発された「ワ
なお、ＯＡ講習は、地域センタ 支援への重点化、民間機関におけ ークシステム・サポートプログラム」の

ーの専門的支援への重点化、民間 る訓練機会の拡大及び障害者委託 技法を活用し、東京など４か所の地域セ
機関における訓練機会の拡大及び 訓練の拡大状況も踏まえ、廃止す ンターにおいて実施している「発達障害
障害者委託訓練の拡大状況も踏ま る。 者に対する専門的支援」の試行実施を、
え、廃止すること。 新潟、愛知及び宮崎に拡大して実施し、

支援ノウハウのさらなる蓄積を図るとと
もに、実施方法等の効果の検証を行う。
また、当該専門的支援を実施する地域

センターのカウンセラー、総合センター
の研究員等による「発達障害者に対する
専門的支援プロジェクト委員会」を設け、
試行センターのバックアップを行うとと
もに、効果的な支援技法の検証を行う。

（※）「職業準備支援」は、職業準備訓練
若しくは職業講習又はこれらの組み合
わせにより行う、就職等に向かう次の
段階へ着実に移行させるための支援で
ある。具体的には、職業準備訓練又は
職業講習を組み合わせ、地域センター
内での作業支援、職業準備講習カリキ
ュラム又は精神障害者自立支援カリキ
ュラムの方式により、個々の対象者の
特性を踏まえて実施している。
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・ ジョブコーチ支援事業について ・ 職場適応援助者（ジョブコーチ） ・ 職場適応援助者（ジョブコーチ）によ
は、社会福祉法人等に配置される による障害者、事業主等への支援 る障害者、事業主等への支援については、
ジョブコーチの活動領域の拡大を については、社会福祉法人等に配 社会福祉法人等に配置されるジョブコー
図ること等を踏まえ、第２期中期 置されるジョブコーチの活動領域 チの活動領域の拡大を図ること等を踏ま
目標期間中において１０，５００ の拡大を図ること等を踏まえ、第 え、他の機関では支援が困難な障害者に
人以上の障害者を対象に支援を実 ２期中期目標期間中に１０，５０ 対する支援を重点的に実施する。これに
施し、８０％以上の定着率を達成 ０人以上の障害者を対象に的確に より、２，３００人以上の障害者を対象
すること。 実施し、支援終了者の職場への定 に支援を的確に実施し、支援終了者の職

着率が８０％以上となるようにす 場への定着率が８０％以上となるように
る。 する。

また、ジョブコーチ支援事業推進協議
会の開催等により、地域センターのジョ
ブコーチ及び社会福祉法人等に配置され
るジョブコーチが、それぞれ又は協同し
て行う支援が効果的に実施されるよう、
当該支援事案についてのケーススタディ、
支援技法等に関する情報交換・提供、連
携方法の協議等を行う。

・ 精神障害者の新規雇入れ、復職 ・ 精神障害者の新規雇入れ、復職 ・ 精神障害者の新規雇入れ、復職及び雇
及び雇用継続を促進するため、地 及び雇用継続を促進するため、地 用継続を促進するため、精神障害者雇用
域における支援ネットワークを構 域における精神障害者雇用支援ネ 支援連絡協議会の効果的な運営等を通じ
築して、主治医等関係者との密接 ットワークを構築・整備しつつ、 地域における精神障害者雇用支援ネット
な連携を図り、障害者に対する職 主治医、事業主、家族等関係者と ワークを構築・整備しつつ、主治医、事
業指導及び作業支援、事業主に対 の緊密な連携を図り、障害者に対 業主、家族等関係者との緊密な連携を図
する雇用管理の助言・援助等を総 する職業指導及び作業支援、事業 り、障害者に対する職業指導及び作業支
合的に実施すること。 主に対する雇用管理の助言・援助 援、事業主に対する雇用管理の助言・援
また、最近におけるうつ病等の 等を総合的に行う精神障害者総合 助等を総合的に行う精神障害者総合雇用

精神障害による休職者の大幅な増 雇用支援を実施する。 支援を実施する。
加や休職と復職を繰り返す、休職 また、最近におけるうつ病等の また、最近におけるうつ病等の精神障
期間が長期化するといった復職支 精神障害による休職者の大幅な増 害による休職者の大幅な増加及び休職と
援の困難な事案の割合の高まりに 加や休職と復職を繰り返す、休職 復職を繰り返す、休職期間が長期化する
対応するため、総合センターが中 期間が長期化するといった復職支 といった復職支援の困難な事案の割合の
心となって開発した最新の支援技 援の困難な事案の割合の高まりに 高まりに対応するため、総合センターが
法を導入した個別実践型リワーク 対応するため、総合センターが中 中心となって開発した最新の支援技法を
プログラムにより、多様な精神障 心となって開発した最新の支援技 導入した個別実践型リワークプログラム
害者を対象に個別状況に応じたよ 法を導入した個別実践型リワーク により、多様な精神障害者を対象に復帰
り効果的な復職支援を行うこと。 プログラムにより、多様な精神障 後の環境への適応にも重点を置きつつ個
これらにより、第２期中期目標 害者を対象に復帰後の環境への適 別状況に応じたより効果的な復職支援を

期間中において、精神障害者９， 応にも重点を置きつつ個別状況に 実施する。支援に当たっては、事業主、
０００人以上を対象に専門的な支 応じたより効果的な復職支援を行 主治医等に対する積極的な周知活動を行
援を行い、復職支援及び雇用継続 う。 い、より多くの精神障害者が復職支援を
支援終了者の７５％以上が復職又 これらにより、第２期中期目標 受けられるようにするとともに、個別の
は雇用継続できるようにするこ 期間中に精神障害者９，０００人 支援に際しては、これら関係者との十分
と。 以上を対象に積極的かつ効果的に な連携を行い、効果的な支援を実施する。

実施し、復職支援及び雇用継続支 これらにより、精神障害者１，８５０人
援終了者の復職・雇用継続率が７ 以上を対象に積極的かつ効果的に支援を
５％以上となるようにする。 実施する。

また、復職支援及び雇用継続支援終了
者について、復職・雇用継続率が７５％
以上となるようにする。

・ 地域センターからジョブコーチ ・ 地域センターからジョブコーチによる
による支援又は精神障害者総合雇 支援又は精神障害者総合雇用支援を受け
用支援を受けた障害者に対してア た障害者に対してアンケート調査を実施
ンケート調査を実施し、有効回答 し、有効回答のうち８０％以上の障害者
のうち８０％以上の障害者から効 から効果があった旨の評価が得られるよ
果があった旨の評価を得られるよ うにする。
うにする。
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・ 広域センターについては、全国 ・ 広域障害者職業センター(以下 ・ 広域障害者職業センター（以下「広域
の広範な地域から職業的重度障害 「広域センター」という。)につ センター」という。）については、全国の
者を受け入れるという本来の役割 いては、全国の広範な地域から職 広範な地域から職業的重度障害者を受け
を十分に果たすよう、地域センタ 業的重度障害者を受け入れるとい 入れるという本来の役割を十分に果たす
ーと連携して対象者の把握・支援 う本来の役割を十分に果たすよ よう、職業安定機関、地域センター及び
を行う等運営の改善を図ること。 う、職業安定機関及び地域センタ その他関係機関との積極的な連携により

ーと連携して対象者の把握・支援 対象者の把握・支援等を行う。
等を行う。

イ 障害者の雇用管理に関する専門的 ② 障害者の雇用管理に関する専門的 ロ 障害者の雇用管理に関する専門的な支援
な支援の実施 な支援の実施 の実施
地域センターにおいて、職業リ 地域センターにおいて、障害者 地域センターにおいて、職業安定機関が

ハビリテーション専門機関の立場 の雇用管理に関する事項について、 実施する雇用率達成指導等と連携しつつ、
から、事業主に対する雇用管理に 職業リハビリテーション専門機関 障害者の雇用管理に関する事項について、
関する助言その他の援助を事業主 の立場から、事業主に対する的確 職業リハビリテーション専門機関の立場か
のニーズに応じて的確に実施し、 な支援を実施し、障害者の就職又 ら、事業主に対する的確な支援を実施し、
障害者の就職又は職場適応を促進 は職場適応を促進する。 障害者の就職又は職場適応を促進する。
すること。 また、採用、職場定着等の各段階での事

業主の障害者雇用の取組に応じた支援を推
進するため、共通の課題を有する事業主が、
グループワーク方式で事例発表、意見交換
等を行うことにより雇用管理上の課題や解
決の糸口をつかむ機会を設けるとともに、
課題解決のための助言・援助を行う事業主
支援ワークショップを実施し、自主的な取
組を促進する。

的確な支援を実施するため、事 的確な支援を実施するため、事業主のニ
業主のニーズに応じた事業主支援 ーズに応じた事業主支援計画に基づく支援
計画に基づく支援を積極的に実施 を積極的に実施することとし、当該計画を
することとし、第２期中期目標期 ５，５００件以上策定する。また、当該計
間中に事業主支援計画を延べ２７， 画に基づく支援を受けた事業主に対して追
５００件以上策定する。また、当 跡調査を実施し、有効回答のうち７０％以
該計画に基づく支援を受けた事業 上の事業主から具体的な課題改善効果が見
主に対して追跡調査を実施し、有 られた旨の評価が得られるようにする。
効回答のうち７０％以上の事業主
において具体的な課題改善効果が
見られるようにする。

【評価項目８ 地域障害者職業センターにおける障害者及び 自己評価 評定
事業主に対する専門的支援】

評 価 の 視 点 等（現行） 評 価 の 視 点 等（案） 変 更 の 理 由 等

［数値目標］※［ ］内は第２期中期目標期間中の目標値に ［数値目標］※［ ］内は第２期中期目標期間中の目標値について、
ついて、年度計画において設定した目標値 年度計画において設定した目標値

・第２期中期目標期間中に延べ１２５，０００人以上の障害 ・第２期中期目標期間中に延べ１２５，０００人以上の障害者に対し、
者に対し、より就職・職場定着に結びつく効果的な職業リ より就職・職場定着に結びつく効果的な職業リハビリテーションサ
ハビリテーションサービスを実施すること。 ービスを実施すること。
２５，０００人以上の障害者に対し、効果的な職業リハビ ２５，０００人以上の障害者に対し、効果的な職業リハビリテー
リテーションサービスを実施すること。 ションサービスを実施すること。

平成20年度 27,435人
（平成19年度 26,496人）

・第２期中期目標期間中に職業リハビリテーション計画を延 ・第２期中期目標期間中に職業リハビリテーション計画を延べ８５，
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べ８５，０００件以上策定すること。 ０００件以上策定すること。
個々の障害者の特性に応じた職業リハビリテーション計画 個々の障害者の特性に応じた職業リハビリテーション計画を１７，
を１７，０００件以上策定すること。 ０００件以上策定すること。

平成20年度 19,823件
（平成19年度 17,949件）

・第２期中期目標期間中に７５％以上の対象者が就職等に向 ・第２期中期目標期間中に７５％以上の対象者が就職等に向かう次の
かう次の段階（職業紹介、ジョブコーチ支援事業、職業訓 段階（職業紹介、ジョブコーチ支援事業、職業訓練、職場実習等）
練、職場実習等）へ移行できるようにすること。 へ移行できるようにすること。
７５％以上の対象者が就職等に向かう次の段階（職業紹介、 ７５％以上の対象者が就職等に向かう次の段階（職業紹介、ジョ
ジョブコーチ支援事業、職業訓練、職場実習等）へ移行で ブコーチ支援事業、職業訓練、職場実習等）へ移行できるように
きるようにすること。 すること。

平成20年度 80.1％
（平成19年度 79.5％）

・第２期中期目標期間中において職業準備訓練及び職業講習 ・第２期中期目標期間中において職業準備訓練及び職業講習の修了者
の修了者の就職率が５０％以上となることに資するため、 の就職率が５０％以上となることに資するため、その内容の充実を
その内容の充実を図ること。 図ること。
職業準備訓練及び職業講習の修了者の就職率が５０％以上 職業準備訓練及び職業講習の修了者の就職率が５０％以上となる
となることに資するため、その内容の充実を図ること。 ことに資するため、その内容の充実を図ること。

平成20年度 52.2％
（平成19年度 55.2％）

・ジョブコーチ支援事業については、第２期中期目標期間中 ・ジョブコーチ支援事業については、第２期中期目標期間中において
において１０，５００人以上の障害者を対象に支援を実施し、 １０，５００人以上の障害者を対象に支援を実施し、８０％以上の定着
８０％以上の定着率を達成すること。 率を達成すること。
職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援については、 職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援については、２，３ ・平成２１年度計画に基づく変更。
２，５００人以上の障害者を対象に支援を的確に実施し、 ００人以上の障害者を対象に支援を的確に実施し、支援終了者の職
支援終了者の職場への定着率が８０％以上となるようにす 場への定着率が８０％以上となるようにすること。
ること。

【対象者数】 【定着率】

平成20年度 3,064人 平成20年度 84.5％
（平成19年度 3,019人） （平成19年度 83.9％）

・地域センターが専門的な援助を行ったに社会福祉法人等の （削除） ・平成２１年度計画に基づく削除。
ジョブコーチ対してアンケート調査を実施し、有効回答の
うち８０％以上の社会福祉法人等のジョブコーチから有用 平成20年度 94.9％
であった旨の評価が得られるようにする。

・第２期中期目標期間中において、精神障害者６，０００人 ・第２期中期目標期間中において、精神障害者９，０００人以上を対 ・平成２１年３月２７日付け変更認可された中期計画に基づく変
以上を対象に専門的な支援を行い、復職支援及び雇用継続支 象に専門的な支援を行い、復職支援及び雇用継続支援終了者の７５％ 更。
援終了者の７５％以上が復職又は雇用継続できるようにす 以上が復職又は雇用継続できるようにすること。
ること。
精神障害者総合雇用支援を精神障害者１，２００人以上を 精神障害者総合雇用支援を精神障害者１，８５０人以上を対象に
対象に積極的かつ効果的に実施する。そのうち、復職支援 積極的かつ効果的に実施する。 また、復職支援及び雇用継続支援 ・平成２１年度計画に基づく変更。
（リワーク支援）について、精神障害者６５０人以上を対 終了者について、復職・雇用継続率が７５％以上となるようにす
象に支援を実施すること。 また、復職支援及び雇用継続支 ること。
援終了者について、復職・雇用継続率が７５％以上となる
ようにすること。
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【対象者数】 【復職・雇用継続率】

平成20年度 1,467人 平成20年度 80.2％
（平成19年度 1,263人） （平成19年度 79.4％）

【うちリワーク支援対象者数】

平成20年度 874人
（平成19年度 710人）

・地域センターからジョブコーチによる支援又は精神障害者 ・地域センターからジョブコーチによる支援又は精神障害者総合雇用
総合雇用支援を受けた障害者に対してアンケート調査を実 支援を受けた障害者に対してアンケート調査を実施し、有効回答の
施し、有効回答のうち８０％以上の障害者から効果があっ うち８０％以上の障害者から効果があった旨の評価が得られるよう
た旨の評価が得られるようにすること。 にすること。

【ジョブコーチ支援】 【精神障害者総合雇用支援】

平成20年度 92.7％ 平成20年度 96.3％
（平成19年度 89.3％） （平成19年度 92.3％）

・第２期中期目標期間中に事業主支援計画を延べ２７，５０ ・第２期中期目標期間中に事業主支援計画を延べ２７，５００件以上
０件以上策定すること。 策定すること。
事業主のニーズに応じた事業主支援計画計画を５，５００ 事業主のニーズに応じた事業主支援計画計画を５，５００件以上
件以上策定すること。 策定すること。

平成20年度 7,120件
（平成19年度 6,042件）

・第２期中期目標期間中に事業主支援計画に基づく支援を受 ・第２期中期目標期間中に事業主支援計画に基づく支援を受けた事業
けた事業主に対して追跡調査を実施し、有効回答のうち７ 主に対して追跡調査を実施し、有効回答のうち７０％以上の事業主
０％以上の事業主において具体的な課題改善効果が見られ において具体的な課題改善効果が見られるようにする。
るようにする。
事業主支援計画に基づく支援を受けた事業主に対して追跡 事業主支援計画に基づく支援を受けた事業主に対して追跡調査を
調査を実施し、有効回答のうち７０％以上の事業主から具 実施し、有効回答のうち７０％以上の事業主から具体的な課題改
体的な課題改善効果が見られた旨の評価が得られるように 善効果が見られた旨の評価が得られるようにすること。
すること。

平成20年度 90.3％

［評価の視点］ ［評価の視点］
第２ ３ (1) ① イ 障害者の個々の特性に応じた専門的 第２ ３ (1) ① イ 障害者の個々の特性に応じた専門的支援の実

支援の実施 施

・第２期中期目標期間中に延べ１２５，０００人以上の障害 ・第２期中期目標期間中に延べ１２５，０００人以上の障害者に対し、
者に対し、効果的な職業リハビリテーションサービスを実 効果的な職業リハビリテーションサービスを実施するための取組を
施するための取組を進めているか。 進めているか。

・的確な職業評価とインフォームドコンセント（説明と同意） ・的確な職業評価とインフォームドコンセント（説明と同意）に基づ
に基づいて、第２期中期目標期間中に延べ８５，０００件 いて、第２期中期目標期間中に延べ８５，０００件以上の職業リハ
以上の職業リハビリテーション計画を策定するための取組 ビリテーション計画を策定するための取組を進めているか。
を進めているか。

・第２期中期目標期間中に７５％以上の対象者が就職等に向 ・第２期中期目標期間中に７５％以上の対象者が就職等に向かう次の
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かう次の段階に移行できるための取組を進めているか。 段階に移行できるための取組を進めているか。

・第２期中期目標期間中において職業準備訓練、職業講習の ・第２期中期目標期間中において職業準備訓練、職業講習の修了者の
修了者の就職率が５０％以上となることに資するため、内 就職率が５０％以上となることに資するため、内容の充実を図って
容の充実を図っているか。 いるか。

・ＯＡ講習については、廃止するための取組を進めたか。 ・ＯＡ講習については、廃止するための取組を進めたか。

・第２期中期目標期間中にジョブコーチ支援対象者数１０， ・第２期中期目標期間中にジョブコーチ支援対象者数１０，５００人
５００人以上、定着率８０％以上となるための取組を進め 以上、定着率８０％以上となるための取組を進めているか。
ているか。

・第２期中期目標期間中に精神障害者６，０００人以上、復 ・第２期中期目標期間中に精神障害者９，０００人以上、復職支援及 ・平成２１年３月２７日付け変更認可された中期計画に基づく変
職支援及び雇用継続支援終了者の復職・雇用継続率７５％ び雇用継続支援終了者の復職・雇用継続率７５％以上となるための 更。
以上となるための取組を進めているか。 取組を進めているか。

・広域障害者職業センターについて、全国の広範な地域から ・広域障害者職業センターについて、全国の広範な地域から職業的重
職業的重度障害者を受け入れることができるよう、職業安 度障害者を受け入れることができるよう、職業安定機関及び地域障
定機関及び地域障害者職業センターと連携して対象者の把 害者職業センターと連携して対象者の把握・支援等を行っているか。
握・支援等を行っているか。

２ ３ (1) ① ロ 障害者の雇用管理に関する専門的な支 ２ ３ (1) ① ロ 障害者の雇用管理に関する専門的な支援の実施
援の実施

・第２期中期目標期間中に事業主支援計画を延べ２７，５０ ・第２期中期目標期間中に事業主支援計画を延べ２７，５００件以上
０件以上策定するための取組を進めているか。 策定するための取組を進めているか。

・追跡調査の回答者のうち７０％以上から具体的な課題改善 ・追跡調査の回答者のうち７０％以上から具体的な課題改善効果が見
効果が見られた旨の評価が得られたか。 られた旨の評価が得られたか。
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中期目標 中期計画 平成２１年度計画 平成２１年度の業務の実績

第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービスその他の
その他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標 業務の質の向上に関する目標を達成するため
通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置 とるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

２ 障害者に係る雇用関係業務に関す ３ 障害者に係る雇用関係業務に関す ３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項
る事項 る事項

(1)障害者職業センターの設置運営業務 (1)障害者職業センターの設置運営業務 (1)障害者職業センターの設置運営業務の実施
の実施に関する事項 の実施に関する事項 に関する事項

① 職業リハビリテーションの総合的 ア 職業リハビリテーションの総合的 ①職業リハビリテーションの総合的・効果的
・効果的な実施 ・効果的な実施 な実施

ウ 地域の関係機関に対する職業リ ③ 地域の関係機関に対する職業リ ハ 地域の関係機関に対する職業リハビリテ
ハビリテーションに関する助言・ ハビリテーションに関する助言・ ーションに関する助言・援助等の実施
援助等の実施 援助等の実施
各地域における障害者就業・生 各地域における障害者就業・生 各地域における障害者就業・生活支援セ

活支援センター、就労移行支援事 活支援センター、就労移行支援事 ンター、就労移行支援事業者その他の関係
業者その他の関係機関がより効果 業者その他の関係機関がより効果 機関がより効果的な職業リハビリテーショ
的な職業リハビリテーションサー 的な職業リハビリテーションサー ンサービスの事業を実施することができる
ビスを実施することができるよう、 ビスの事業を実施することができ よう、地域センターにおいて、これらの関
地域センターにおいて、これらの るよう、地域センターにおいて、 係機関に対する職業リハビリテーションに
関係機関に対する職業リハビリテ これらの関係機関に対する職業リ 関する技術的事項についての助言その他の
ーションに関する技術的事項につ ハビリテーションに関する技術的 援助を行うとともに、総合センターとの共
いての助言その他の援助を行うと 事項についての助言その他の援助 同によりこれらの関係機関の職員等への職
ともに、総合センターとの共同に を行うとともに、総合センターと 業リハビリテーションに関する実践的な知
よりこれらの関係機関の職員等へ の共同によりこれらの関係機関の 識・技術等の向上のためのマニュアル・教
の職業リハビリテーションに関す 職員等への職業リハビリテーショ 材の作成及び提供並びに実務的研修を実施
る実践的な知識・技術等の向上の ンに関する実践的な知識・技術等 する。
ためのマニュアル・教材の作成及 の向上のためのマニュアル・教材 実務的研修については、次により実施す
び提供並びに実務的研修を実施す の作成及び提供並びに実務的研修 る。
ること。 を実施する。

実施後は、助言・援助等を受け ・ 地域センターにおける就労移行支援事
た関係機関及びマニュアル・教材 業者の就労支援員等に対する職業リハビ
の提供を受けた者又は研修受講者 リテーションに関する実践的な知識・技
の在籍する所属長に対してアンケ 術等の向上のための実務的研修（年４７
ート調査を実施し、有効回答のう 回）
ち８０％以上の関係機関等から有
用であった旨の評価を得られるよ ・ 総合センターにおける第１号又は第２
うにする。 号ジョブコーチの支援スキル向上のため

の実務的研修（各年１回）

実施後は、助言・援助等を受けた関係機
関及びマニュアル・教材の提供を受けた者
又は研修受講者の在籍する所属長に対して
アンケート調査を実施し、有効回答のうち
８０％以上の関係機関等から有用であった
旨の評価を得られるようにする。なお、こ
れらのアンケート結果を踏まえ、助言・援
助等及びマニュアル・教材の内容、研修カ
リキュラム等の充実を図る。
また、地域センターにおいて、障害者の

就業支援に関する関係機関等の共通認識を
形成するための職業リハビリテーション推
進フォーラムを開催する。
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エ 職業リハビリテーションの専門的 ④ 職業リハビリテーションの専門的 ニ 職業リハビリテーションの専門的な人材
な人材の育成 な人材の育成 の育成
職業リハビリテーションの発展 職業リハビリテーション専門職 職業リハビリテーション専門職である障

及び円滑な推進に資するため、総 である障害者職業カウンセラーの 害者職業カウンセラーの養成及び研修を実
合センターにおいて、障害者職業 養成及び研修を実施するとともに、 施するとともに、医療・福祉等の分野の職
カウンセラーの養成及び研修を実 医療・福祉等の分野の職員等を対 員等を対象に、職業リハビリテーションに
施するとともに、障害者就業・生 象に、職業リハビリテーションに 関する次の専門的、技術的研修を職種別・
活支援センターの職員や医療・福 関する次の専門的、技術的研修を 課題別に実施する等により、職業リハビリ
祉等の分野の支援担当者等を対象 職種別・課題別に実施する等によ テーションの専門的な人材の育成を図る。
に、職業リハビリテーションに関 り、職業リハビリテーションの専
する専門的・技術的研修を実施し、 門的な人材の育成を図る。
職業リハビリテーション人材の育
成を図ること。

・ 障害者就業・生活支援センター ・ 障害者就業・生活支援センターの就業
の就業支援担当者を養成するため 支援担当者を養成するための研修（年７
の研修 回）

・ 職場適応援助者（ジョブコーチ） ・ 職場適応援助者（ジョブコーチ）を養
を養成するための研修 成するための研修（年７回）

・ 発達障害者支援センターや発達障害者
の支援をしている機関において就業支援
を担当する職員を養成するための研修（年
２回）

・ 医療・福祉等の分野における職 ・ 医療・福祉等の分野における職業リハ
業リハビリテーション実務者を養 ビリテーション実務者を養成するための
成するための研修 研修（年２回）

研修修了後は、研修受講者に対するアン
ケート調査を実施し、有効回答のうち８５
％以上の受講者から有用であった旨の評価
が得られるようにする。また、研修受講者
に対する追跡調査を実施し、有効回答のう
ち８０％以上の受講者から実務において研
修が役立っている旨の評価が得られるよう
にする。併せて、研修受講者の在籍する所
属長に対する追跡調査を実施し、有効回答
のうち６０％以上の所属長から実務におい
て研修が役立っている旨の評価が得られる
ようにする。なお、これらのアンケート結
果を踏まえ、研修カリキュラム等の充実を
図る。

自己評価 評定

評 価 項 目（現行） 評 価 項 目（案） 変 更 の 理 由 等

【評価項目９ 職業リハビリテーションの専門的知識を有す 【評価項目９ 地域の関係機関に対する助言・援助等及び職業リハビ ・平成２１年３月２７日付け変更認可された中期計画に基づく変
る人材育成】 リテーションの専門的な人材の育成】 更。

評 価 の 視 点 等（現行） 評 価 の 視 点 等（案） 変 更 の 理 由 等

［数値目標］ ［数値目標］
・地域センターにおける就労移行支援事業者の就労支援員等に対する ・平成２１年度計画に基づき新たに設定。

職業リハビリテーションに関する実務的研修を年４７回実施するこ
と。
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・総合センターにおける第１号又は第２号ジョブコーチの支援スキル ・平成２１年度計画に基づき新たに設定。
向上のための実務的研修を各年１回実施すること。

・助言・援助等を受けた関係機関に対してアンケート調査を実施し、
有効回答のうち８０％以上の関係機関から有用であった旨の評価が
得られるようにすること。

・平成２１年３月２７日付け変更認可された中期計画に基づ
・マニュアル・教材の提供を受けた者又は研修受講者の在籍する所属 き新たに設定。

長に対してアンケート調査を実施し、有効回答のうち８０％以上の
所属長から有用であった旨の評価が得られるようにすること。

・障害者就業・生活支援センターの就業支援担当者を養成す ・障害者就業・生活支援センターの就業支援担当者を養成するための ・平成２１年度計画に基づく変更。
るための研修を年９回実施すること。 研修を年７回実施すること。

・合計９回実施し、年度計画の目標を達成した。

・職場適応援助者（ジョブコーチ）を養成するための研修を ・職場適応援助者（ジョブコーチ）を養成するための研修を年７回実
年７回実施すること。 施すること。

・合計７回実施し、年度計画の目標を達成した。

・発達障害者支援センターや発達障害者の支援をしている機 ・発達障害者支援センターや発達障害者の支援をしている機関におい
関において就業支援を担当する職員を養成するための研修 て就業支援を担当する職員を養成するための研修を年２回実施する
を年２回実施すること。 こと。

・合計２回実施し、年度計画の目標を達成した。

・医療・福祉等の分野における職業リハビリテーション実務 ・医療・福祉等の分野における職業リハビリテーション実務者を養成
者を養成するための研修を年２回実施すること。 するための研修を年２回実施すること。

・合計２回実施し、年度計画の目標を達成した。

・研修修了後は、研修受講者に対するアンケート調査を実施 ・研修修了後は、研修受講者に対するアンケート調査を実施し、有効
し、有効回答のうち８５％以上の受講者から有用であった 回答のうち８５％以上の受講者から有用であった旨の評価が得られ
旨の評価が得られるようにすること。 るようにすること。

平成20年度 97.8％
（平成19年度 98.4％）

・研修受講者に対する追跡調査を実施し、有効回答のうち８ ・研修受講者に対する追跡調査を実施し、有効回答のうち８０％以上
０％以上の受講者から実務において研修が役立っている旨 の受講者から実務において研修が役立っている旨の評価が得られる
の評価が得られるようにすること。 ようにすること。

平成20年度 93.8％
（平成19年度 90.5％）

・研修受講者の在籍する所属長に対する追跡調査を実施し、 ・研修受講者の在籍する所属長に対する追跡調査を実施し、有効回答
有効回答のうち６０％以上の所属長から実務において研修 のうち６０％以上の所属長から実務において研修が役立っている旨
が役立っている旨の評価が得られるようにすること。 の評価が得られるようにすること。

平成20年度 93.3％
（平成19年度 96.6％）

［評価の視点］ ［評価の視点］
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第２ ３ (1) ① ハ 地域の関係機関に対する職業リハビリテーションに ・平成２１年度計画に基づき新たに設定。
関する助言・援助等の実施

・地域の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する助言・援
助を行うとともに、マニュアル・教材の作成、提供及び実務的研修
を実施しているか。 ・平成２１年３月２７日付け変更認可された中期計画に基づき

新たに設定。

・アンケート調査の回答者のうち８０％以上の関係機関等から有用で
あった旨の評価が得られたか。

第２ ３ (1) ① ハ 職業リハビリテーションの専門的な 第２ ３ (1) ① ニ 職業リハビリテーションの専門的な人材の ・平成２１年度計画に基づく変更。
人材の育成 育成

・職業リハビリテーションの専門的な人材の育成のための措 ・職業リハビリテーションの専門的な人材の育成のための措置を計画
置を計画的に行っているか。 的に行っているか。
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高齢・障害者雇用支援機構評価シート（１０） （注：中期計画二年度目）

中期目標 中期計画 平成２１年度計画 平成２１年度の業務の実績

第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービスその他の
その他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標 業務の質の向上に関する目標を達成するため
通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置 とるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

２ 障害者に係る雇用関係業務に関す ３ 障害者に係る雇用関係業務に関す ３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項
る事項 る事項

(1)障害者職業センターの設置運営業務 (1)障害者職業センターの設置運営業務 (1)障害者職業センターの設置運営業務の実施
の実施に関する事項 の実施に関する事項 に関する事項

② 職業リハビリテーションに係る調 イ 職業リハビリテーションに係る調 ② 職業リハビリテーションに係る調査・研
査・研究及び新たな技法の開発の実 査・研究及び新たな技法の開発の実 究及び新たな技法の開発の実施とその普及
施とその普及・活用の推進 施とその普及・活用の推進 ・活用の推進

総合センターにおいて、福祉から
雇用への流れを踏まえ、障害者雇用
対策の対象者の拡大を図る観点から、
新たな職業リハビリテーション技術
や支援ツールの開発を行い、その成
果の機構内外への普及を積極的に行
うとともに、成果の具体的な活用状
況を把握し、それを関係機関で共有
化し、さらなる活用を図ること。

ア 職業リハビリテーションに関する ① 職業リハビリテーションに関する イ 職業リハビリテーションに関する調査・
調査・研究の実施 調査・研究の実施 研究の実施
職業リハビリテーションの充実、 障害者の職業リハビリテーショ 障害者の職業リハビリテーションに関す

向上に資するため、職業リハビリ ンに関する施策の充実及び障害者 る施策の充実及び障害者職業センター等に
テーションに関する調査・研究を 職業センター等における関係業務 おける関係業務の推進に資するため、中期
実施すること。 の推進に資するため、次の事項に 計画に掲げる事項に重点を置いて調査・研
また、各研究テーマについて、 重点を置いて職業リハビリテーシ 究を実施する。平成２１年度に終了する下

研究の質を評価することが可能な ョンに関する調査・研究を実施す 記の（ｲ）のａからｆまでの６テーマにつ
指標を設定すること。 る。 いては、研究評価委員による評価を行い、

中期計画に掲げる評価結果が得られるよう
にする。

なお、通常の研究のほか、総合 なお、総合的な研究テーマである下記の
的な研究テーマについてプロジェ （ｲ）のａ、ｅ及びｇについては、プロジ
クト方式による研究を実施する。 ェクト方式による研究を実施する。

・ 発達障害、精神障害、高次脳機 (ｲ) 継続テーマ
能障害及び難病者等の職業リハビ ａ 特別の配慮を必要とする障害者を対
リテーションに関する先駆的な研 象とした、就労支援機関等から事業所
究 への移行段階における就職・復職のた

・ 職業リハビリテーション業務を めの支援技法の開発に関する研究
行う地域センター等の現場の課題 ｂ 若年性認知症発症者の就労継続に関
解決に資するための研究 する研究

・ 地域の就労支援機関向けの有効 ｃ 障害者採用に係る職務等の開発に向
な支援ツール等の開発のための研 けた事業主支援技法に関する研究
究 ｄ 精神障害者の雇用促進のための就業

・ 国の政策立案に資する研究 状況等に関する調査研究
ｅ 企業経営に与える障害者雇用の効果

第２期中期目標期間中に終了し 等に関する研究
た調査・研究について外部評価を ｆ 高齢化社会における障害者の雇用安
行い、各調査・研究について、３ 定と雇用促進に関する調査研究
分の２以上の評価委員から、４段 ｇ 障害者の自立支援と就業支援の効果

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
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階中上から２段階以上の評価が得 的連携のための実証的研究
られるようにする。 ｈ 高次脳機能障害・発達障害のある者

の職業生活における支援の必要性に応
じた障害認定のあり方に関する基礎的
研究

(ﾛ) 新規テーマ
ａ 発達障害者の企業における就労・定
着支援の現状と課題に関する基礎的研
究

ｂ 失語症のある高次脳機能障害に対す
る就労支援のあり方に関する基礎的研
究

ｃ 難病のある人の雇用管理の課題と雇
用支援のあり方に関する研究

ｄ 農業分野の特性を活かした障害者の
職域拡大のための具体的方策に関する
調査研究

ｅ 雇用関係における障害者の均等待遇
を実現するための諸方策に関する研究

イ 職業リハビリテーションに係る技 ② 職業リハビリテーションに係る技 ロ 職業リハビリテーションに係る技法の開
法の開発 法の開発 発
福祉から雇用への流れを踏まえ、 福祉から雇用への流れを踏まえ、 福祉から雇用への流れを踏まえ、障害者

障害者雇用対策の対象者の拡大に 障害者雇用対策の対象者の拡大に 雇用対策の対象者の拡大に資するため、発
資するため、先駆的な職業リハビ 資するため、発達障害者や精神障 達障害者や精神障害者等これまでの支援技
リテーション技法の開発を行い、 害者等これまでの支援技法では効 法では効果の現れにくい障害者に対して、
これまで開発した支援技法のニー 果の現れにくい障害者に対して、 イで行う調査研究とあいまって、以下の３
ズに応じた改良を行うこと。 ①で行う調査・研究とあいまって、 テーマについて障害特性及び事業主ニーズ

障害特性及び事業主のニーズに応 に応じた先駆的な職業リハビリテーション
じた先駆的な職業リハビリテーシ 技法の開発を行い、実践報告書、研究発表
ョン技法を開発する。 等を通じて、その普及に努める。また、職
新たに開発した技法を活用した 業センターにおいて新たに開発した技法を

職業準備訓練等を実施するなどに 活用したプログラムを実施するなどによ
より、多様な障害者に対し効果的 り、多様な障害者に対し効果的な職業リハ
な職業リハビリテーションを実施 ビリテーションサービスを提供するととも
するとともに、必要に応じ開発し に、開発した技法に改良を加える。
た技法に改良を加える。

(ｲ) 発達障害者の就労支援に関し、個々人
の多様な職業的課題に対応したアセスメ
ント技法や事業主支援技法の開発

(ﾛ) 在職精神障害者の職場復帰に関し、障
害特性に対応した効果的な支援技法の開
発

(ﾊ) 高次脳機能障害者の就労支援に関し、
地域の実情に即した少人数グループでの
受講に使用可能な支援技法の開発

ウ 研究・開発成果の積極的な普及・ ③ 研究・開発成果の積極的な普及・ ハ 研究・開発成果の積極的な普及・活用
活用 活用
事業主や関係機関に対して、研 研究・開発成果の普及・活用を (ｲ) 職業リハビリテーション研究発表会の

究・開発の成果の普及を図るため 図るため、研究発表会の開催、学 開催
の場を設けるとともに、職業リハ 会等での発表、各種研修での講義、 職業リハビリテーションに関する調査
ビリテーションに関して職業リハ インターネット等を活用した情報 ・研究、実践活動の成果を発表し、成果
ビリテーションの関係者や事業主 提供等を行うとともに、職業リハ の普及を図り、我が国における職業リハ
にとって利用しやすいマニュアル ビリテーションの関係者や事業主 ビリテーションの質的向上に資するため、
や教材等を作成・公開すること。 にとって利用しやすいマニュアル、 職業リハビリテーションの研究及び実践
また、成果を関係機関で共有化す 教材、ツール等を第２期中期目標 に携わる関係者の参加を得て職業リハビ
るため、具体的な活用状況を把握 期間中に２０件以上作成する。 リテーション研究発表会を障害者職業総
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し、さらなる活用を図ること。 合センター及び地方会場（２か所以上）
において開催する。

(ﾛ) 学会等での発表、各種研修での講義
研究成果について、関係学会等で２０

件以上発表するとともに、各種研修、講
演会等において講義等を行う。

(ﾊ) インターネット等による研究成果の情
報発信
職業リハビリテーションに関する調査

・研究及び支援技法の開発の成果を研究
部門ホームページにおいて公開する。

(ﾆ) マニュアル、教材、ツール等の作成
職業リハビリテーションの関係者や事

業主にとって利用しやすいマニュアル、
教材、ツール等を４件以上作成する。

研究・開発成果を関係機関で共 (ﾎ) 研究・開発成果の共有化
有化するため、広域センター、地 広域センター、地域センター、障害者
域センター及び障害者就業・生活 就業・生活支援センター及び障害者雇用
支援センター等における研究・開 支援センターを対象に、アンケート調査
発成果の活用状況を把握し、研究 により研究・開発成果の活用状況を把握
・開発成果の更なる普及・活用を し、十分に活用していない旨の回答に対
図る。 しては、自由回答欄の記載を分析し、そ

の原因等を把握する等により、一層利用
しやすいマニュアル、教材、ツール等と
なるよう見直しを行い、研究・開発成果
の更なる普及・活用を図る。

【評価項目１０ 職業リハビリテーションに係る調査・研究】 自己評価 評定

評 価 の 視 点 等（現行） 評 価 の 視 点 等（案） 変 更 の 理 由 等

［数値目標］ ※［ ］内は第２期中期目標期間中の目標値に ［数値目標］ ※［ ］内は第２期中期目標期間中の目標値について、
ついて、年度計画において設定した目標値 年度計画において設定した目標値

・第２期中期目標期間中に終了した調査・研究について外部 ・第２期中期目標期間中に終了した調査・研究について外部評価を行
評価を行い、各調査・研究について、３分の２以上の評価 い、各調査・研究について、３分の２以上の評価委員から、４段階
委員から、４段階中上から２段階以上の評価が得られるよ 中上から２段階以上の評価が得られるようにすること。
うにすること。
平成２０年度に終了する５テーマについて、研究評価委員 平成２１年度に終了する６テーマについて、研究評価委員によ ・平成２１年度計画に基づく変更。
による評価を行い、中期計画に掲げる評価結果が得られる る評価を行い、中期計画に掲げる評価結果が得られるようにす
ようにすること。 ること。

平成20年度終了した５テーマについて３分の２以上の評価委員
から、４段階中上から２段階以上の評価を得た。
・発達障害者の就労支援の課題に関する研究
・精神障害者に対する就労支援過程における当事者のニーズと行動の変化に

応じた支援技術の開発に関する研究 他３テーマ

・障害特性及び事業主ニーズに応じた先駆的な職業リハビリ ・障害特性及び事業主ニーズに応じた先駆的な職業リハビリテーショ
テーション技法の開発を３テーマ実施すること。 ン技法の開発を３テーマ実施すること。
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平成20年度 ３テーマ

・職業リハビリテーション研究発表会を障害者職業総合セン ・職業リハビリテーション研究発表会を障害者職業総合センター及び
ター及び地方会場２か所以上で開催すること。 地方会場２か所以上で開催すること。

平成20年度 障害者職業総合センター
及び地方会場３か所（北海道、愛知、宮崎）

・研究成果について関係学会等で２０件以上発表すること。 ・研究成果について関係学会等で２０件以上発表すること。

平成20年度 21件

・職業リハビリテーション関係者や事業主にとって利用しや ・職業リハビリテーション関係者や事業主にとって利用しやすいマニ
すいマニュアル、教材、ツール等を第２期中期目標期間中 ュアル、教材、ツール等を第２期中期目標期間中に２０件以上作成
に２０件以上作成すること。 すること。

職業リハビリテーションの関係者や事業主にとって利用し 職業リハビリテーションの関係者や事業主にとって利用しやすい
やすいマニュアル、教材、ツール等を４件以上作成するこ マニュアル、教材、ツール等を４件以上作成すること。
と。

平成20年度 ７件

［評価の視点］ ［評価の視点］
第２ ３ (1) ② イ 職業リハビリテーションに関する調 第２ ３ (1) ② イ 職業リハビリテーションに関する調査・研究

査・研究の実施 の実施

・発達障害等の職業リハビリテーションに関する先駆的な研 ・発達障害等の職業リハビリテーションに関する先駆的な研究、職業
究、職業リハビリテーション業務を行う現場の課題解決に リハビリテーション業務を行う現場の課題解決に資するための研究
資するための研究等に重点をおいて職業リハビリテーショ 等に重点をおいて職業リハビリテーションに関する調査・研究を実
ンに関する調査・研究を実施しているか。 施しているか。

・各調査・研究について、外部評価を行い、それぞれ３分の ・各調査・研究について、外部評価を行い、それぞれ３分の２以上の
２以上の評価委員から、４段階中上から２段階以上の評価 評価委員から、４段階中上から２段階以上の評価が得られたか。
が得られたか。

第２ ３ (1) ② ロ 職業リハビリテーションに係る技法 第２ ３ (1) ② ロ 職業リハビリテーションに係る技法の開発
の開発

・福祉から雇用への流れを踏まえ、障害者雇用対策の対象者 ・福祉から雇用への流れを踏まえ、障害者雇用対策の対象者の拡大に
の拡大に資するため、先駆的な職業リハビリテーション技 資するため、先駆的な職業リハビリテーション技法の開発や開発し
法の開発や開発した技法の改良を行っているか。 た技法の改良を行っているか。

第２ ３ (1) ② ハ 研究・開発成果の積極的な普及・活 第２ ３ (1) ② ハ 研究・開発成果の積極的な普及・活用
用

・研究発表会の開催、学会等での発表、各種研修での講義、 ・研究発表会の開催、学会等での発表、各種研修での講義、インター
インターネット等を活用した情報提供等を行っているか。 ネット等を活用した情報提供等を行っているか。

・職業リハビリテーションの関係者や事業主にとって利用し ・職業リハビリテーションの関係者や事業主にとって利用しやすいマ
やすいマニュアル、教材、ツール等を第２期中期目標期間 ニュアル、教材、ツール等を第２期中期目標期間中に２０件以上作
中に２０件以上作成するための取組を進めているか。 成するための取組を進めているか。

・広域障害者職業センター、地域障害者職業センター及び障 ・広域障害者職業センター、地域障害者職業センター及び障害者就業
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害者就業・生活支援センター等における研究・開発成果の ・生活支援センター等における研究・開発成果の活用状況を把握し、
活用状況を把握し、研究・開発成果の更なる普及・活用を 研究・開発成果の更なる普及・活用を図っているか。
図っているか。
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中期目標 中期計画 平成２１年度計画 平成２１年度の業務の実績

第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービスその他の
その他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標 業務の質の向上に関する目標を達成するため
通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置 とるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

２ 障害者に係る雇用関係業務に関す ３ 障害者に係る雇用関係業務に関す ３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項
る事項 る事項

(2)障害者職業能力開発校の運営業務の (2)障害者職業能力開発校の運営業務の (2)障害者職業能力開発校の運営業務の実施に
実施に関する事項 実施に関する事項 関する事項
機構が運営業務を行う障害者職業能 機構が運営業務を行う障害者職業能 機構が運営業務を行う障害者職業能力開

力開発校に関しては、職業的重度障害 力開発校に関しては、広域センターと 発校に関しては、広域センターとの密接な
者に対して、個々の訓練生の障害の程 の密接な連携の下、職業的重度障害者 連携の下、職業的重度障害者に対して、個
度、態様等を十分考慮し、弾力的な運 に対して、個々の訓練生の障害の程度、 々の訓練生の障害の程度、態様等を十分考
営を図るほか、個々の訓練生に適した 態様等を十分考慮し、弾力的な運営を 慮し、弾力的な運営を図るほか、個々の訓
訓練内容を定めるなど、障害者の障害 図るほか、個々の訓練生に適した訓練 練生に適した訓練内容を定めるなど、障害
の特性に応じたよりきめ細かな配慮を 内容を定めるなど、障害者の障害の特 者の障害の特性に応じたよりきめ細かな配
加えた先導的な職業訓練を実施するこ 性に応じたよりきめ細かな配慮を加 慮を加え、他の障害者職業能力開発校等に
と。 え、他の障害者職業能力開発校等に成 成果を提供できるような先導的な職業訓練

果を提供できるような先導的な職業訓 を実施する。
練を実施する。

① 職業訓練上特別な支援を要する障 ア 職業訓練上特別な支援を要する障 ① 職業訓練上特別な支援を要する障害者に
害者に対する職業訓練の充実 害者に対する職業訓練の充実 対する職業訓練の充実
福祉から雇用への流れを踏まえ、 福祉から雇用への流れを踏まえ、 福祉から雇用への流れを踏まえ、受講者

受講者の拡大を図る観点から、関係 受講者の拡大を図る観点から、関係 の拡大を図る観点から、職業安定機関、地
機関との一層緊密な連携を図り、職 機関との一層緊密な連携を図り、職 域センター及びその他関係機関との一層緊
業的重度障害者、とりわけ精神障害 業的重度障害者、とりわけ精神障害 密な連携を図り、職業的重度障害者、とり
者や発達障害者を含む職業訓練上特 者や発達障害者を含む職業訓練上特 わけ精神障害者、発達障害者を含む職業訓
別な支援を要する障害者を重点的に 別な支援を要する障害者を積極的に 練上特別な支援を要する障害者を積極的に
受け入れること。 受け入れ、定員充足率が毎年度９５ 受け入れ、その受講者に占める割合が平成

％以上となるようにする。 ２０年度を上回るようにするとともに、定
員充足率が９５％以上となるようにする。
特に、精神障害者及び発達障害者に対す

る職業訓練を積極的に実施する。
障害者雇用アドバイザーが事業主等に対

して行う相談・援助を通じて、あるいは、
企業を対象として行う訓練見学会や受入講

また、企業ニーズに的確に対応す 企業ニーズに的確に対応するとと 座の機会等を活用して、企業の訓練ニーズ
るとともに、障害者の職域拡大を念 もに、障害者の職域拡大を念頭にお の広範な把握をし、企業ニーズに的確に対
頭において、より就職に結びつく職 いて、より就職に結びつく職業訓練 応するとともに、障害者の職域拡大を念頭
業訓練の実施に努めること。このた の実施に努める。このため、企業に において、個別カリキュラムによる個別訓
め、企業による採用や職場適応につ よる採用や職場適応についてのノウ 練など、より就職に結びつく職業訓練の実
いてのノウハウが確立されていない ハウが確立されていない職業訓練上 施に努める。このため、企業による採用や
職業訓練上特別な支援を要する障害 特別な支援を要する障害者について、 職場適応についてのノウハウが確立されて
者について、雇入れ可能性のある企 雇入れ可能性のある企業の協力・連 いない職業訓練上特別な支援を要する障害
業の協力・連携の下に、特注型の訓 携の下に、特注型の訓練メニューに 者について、雇入れ可能性のある企業の協
練メニューに基づく企業内訓練と就 基づく企業内訓練と就業継続のため 力・連携の下に、特注型の訓練メニューに
業継続のための技術的支援の一体的 の技術的支援の一体的実施による先 基づく企業内訓練と就業継続のための技術
実施による先導的職業訓練に取り組 導的職業訓練に取り組む。 的支援の一体的実施による先導的職業訓練
むこと。 また、経済・雇用失業情勢を踏ま に取り組む。
また、経済・雇用失業情勢を踏ま えつつ、職業紹介等の業務を担当す また、厳しさを増す経済・雇用失業情勢

えつつ、職業紹介等の業務を担当す る職業安定機関との緊密な連携を図 に対応して、訓練受講者に対するより早期
る職業安定機関との緊密な連携を図 り、訓練修了者等の就職率が８０％ からの就職支援及び事業主に対する訓練受
り、第２期中期目標期間中において 以上となることに資するため、指導 講者の職業能力の情報提供等を実施すると
修了者等の就職率が８０％以上とな 技法の開発、訓練カリキュラムの見 ともに、職業紹介等の業務を担当する職業
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ることに資するため、カリキュラム 直し等によりその内容の充実を図る。 安定機関との緊密な連携を図り訓練修了者
の見直し等による訓練内容の充実を 等の就職率が８０％以上となることに資す
図ること。 るため、指導技法の開発、訓練カリキュラ

ムの見直し等によりその内容の充実を図
る。

(1)障害者職業センターの設置運営業務 (1)障害者職業センターの設置運営業務 (1)障害者職業センターの設置運営業務の実施
の実施に関する事項 の実施に関する事項 に関する事項
① 職業リハビリテーションの総合的 ア 職業リハビリテーションの総合的 ①職業リハビリテーションの総合的・効果的
・効果的な実施 ・効果的な実施 な実施
ア 障害者の個々の特性に応じた専門 ① 障害者の個々の特性に応じた専門 イ 障害者の個々の特性に応じた専門的支援

・ 広域センターについては、全国 ・ 広域障害者職業センター(以下 ・ 広域障害者職業センター（以下「広域
の広範な地域から職業的重度障害 「広域センター」という。)につ センター」という。）については、全国の
者を受け入れるという本来の役割 いては、全国の広範な地域から職 広範な地域から職業的重度障害者を受け
を十分に果たすよう、地域センタ 業的重度障害者を受け入れるとい 入れるという本来の役割を十分に果たす
ーと連携して対象者の把握・支援 う本来の役割を十分に果たすよ よう、職業安定機関、地域センター及び
を行う等運営の改善を図ること。 う、職業安定機関及び地域センタ その他関係機関との積極的な連携により

ーと連携して対象者の把握・支援 対象者の把握・支援等を行う。
等を行う。

② 障害者に対する訓練技法等の開発 イ 障害者に対する指導技法等の開発 ② 障害者に対する指導技法等の開発・普及
・普及 ・普及
先導的な職業訓練実施の成果をも 先導的な職業訓練実施の成果を基 先導的な職業訓練実施の成果をもとに、

とに、精神障害者や発達障害者を含 に、職業訓練上特別な支援を要する 職業訓練上特別な支援を要する障害者に対
む職業訓練上特別な支援を要する障 障害者に対する職業訓練内容、指導 する職業訓練内容、指導技法等をマニュア
害者に対する職業訓練内容、指導技 技法等をマニュアル等にとりまとめ、 ル等にとりまとめる。
法等をマニュアル等にとりまとめ、 他の障害者職業能力開発校等への提 平成２１年度は、職業訓練上特別な支援
他の障害者職業能力開発校に提供す 供、その訓練指導員に対する研修の を要する障害者である精神障害者及び高次
ること等により、障害者職業訓練全 実施等により、障害者職業訓練全体 脳機能障害者について、近年の職業訓練実
体のレベルアップに貢献すること。 のレベルアップに貢献する。指導技 施の成果をもとに、マニュアル等の取りま

法等の開発成果については、障害者 とめを行う。
職業能力開発校等へのアンケート調 また、精神障害者及び高次脳機能障害者
査を実施し、開発した指導技法等に についてのものを含め開発した指導技法等
係る職業訓練を実施又は実施を検討 を取りまとめたマニュアル等を、他の障害
している障害者職業能力開発校等の 者職業能力開発校等へ提供するとともに、
有効回答のうち８０％以上のものか その障害者職業能力開発校等の職業訓練指
ら有用であった旨の評価が得られる 導員等に対する研修の実施、障害者に対す
ようにする。 る職業訓練の指導技法等を普及する障害者

能力開発指導者交流集会の開催等により障
害者職業訓練全体のレベルアップに貢献す
る。
指導技法等の開発成果については、障害

者職業能力開発校等へのアンケート調査を
実施し、開発した指導技法等に係る職業訓
練を実施もしくは実施を検討している障害
者職業能力開発校等の有効回答のうち８０
％以上のものから有用であった旨の評価が
得られるようにする。

【評価項目１１ 障害者職業能力開発校の運営】 自己評価 評定

評 価 の 視 点 等（現行） 評 価 の 視 点 等（案） 変 更 の 理 由 等

［数値目標］※［ ］内は第２期中期目標期間中の目標値に ［数値目標］※［ ］内は第２期中期目標期間中の目標値について、
ついて、年度計画において設定した目標値 年度計画において設定した目標値
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・職業訓練上特別な支援を要する障害者を積極的に受け入れ、・職業訓練上特別な支援を要する障害者を積極的に受け入れ、その受 ・平成２１年度計画に基づく変更。
その受講者に占める割合が平成１９年度を上回るようにす 講者に占める割合が平成２０年度を上回るようにすること。

平成20年度 41.0％（112名）
（平成19年度 30.4％（ 82名））

・職業訓練上特別な支援を要する障害者を積極的に受け入れ、・職業訓練上特別な支援を要する障害者を積極的に受け入れ、定員充
定員充足率が毎年度９５％以上となるようにすること。 足率が毎年度９５％以上となるようにすること。
※定員 280名 ※定員 280名

平成20年度 97.5％（273名）
（平成19年度 96.4％（270名））

・第２期中期目標期間中において修了者等の就職率が８０％ ・第２期中期目標期間中において修了者等の就職率が８０％以上とな
以上となることに資するため、カリキュラムの見直し等に ることに資するため、カリキュラムの見直し等による訓練内容の充
よる訓練内容の充実を図ること。 実を図ること。
訓練修了者等の就職率が８０％以上となることに資するた 訓練修了者等の就職率が８０％以上となることに資するため、
め、指導技法の開発、訓練カリキュラムの見直し等により 指導技法の開発、訓練カリキュラムの見直し等によりその内容
その内容の充実を図ること。 の充実を図ること。

平成20年度 89.4％
（平成19年度 90.9％）

・指導技法等の開発成果については、障害者職業能力開発校 ・指導技法等の開発成果については、障害者職業能力開発校等へのア
等へのアンケート調査を実施し、開発した指導技法等に係 ンケート調査を実施し、開発した指導技法等に係る職業訓練を実施
る職業訓練を実施又は実施を検討している障害者職業能力 又は実施を検討している障害者職業能力開発校等の有効回答のうち
開発校等の有効回答のうち８０％以上のものから有用であ ８０％以上のものから有用であった旨の評価が得られるようにする
った旨の評価が得られるようにすること。 こと。

・平成20年度に作成した開発成果について、平成21年度にアンケート
調査を実施。

［評価の視点］ ［評価の視点］
第２ ３ (2) ① 職業訓練上特別な支援を要する障害者 第２ ３ (2) ① 職業訓練上特別な支援を要する障害者（以下「特

（以下「特別支援障害者」という。）に対する職業訓練の 別支援障害者」という。）に対する職業訓練の充実
充実

・職業的重度障害者、とりわけ精神障害者や発達障害者を含 ・職業的重度障害者、とりわけ精神障害者や発達障害者を含む職業訓
む職業訓練上特別な支援を要する障害者を積極的に受け入 練上特別な支援を要する障害者を積極的に受け入れ、定員充足率が
れ、定員充足率が毎年度９５％以上になるように取組を行 毎年度９５％以上になるように取組を行っているか。
っているか。

・企業による採用や職場適応についてのノウハウが確立されていない ・平成２１年３月２７日付け変更認可された中期計画に基づき新
職業訓練上特別な支援を要する障害者について、特注型の訓練メニ たに設定。
ューに基づく企業内訓練と就業継続のための技術的支援の一体的実
施による先導的職業訓練に取り組んでいるか。

・訓練修了者等の就職率が８０％以上となることに資するた ・訓練修了者等の就職率が８０％以上となることに資するため、指導
め、指導技法の開発、訓練カリキュラムの見直し等により 技法の開発、訓練カリキュラムの見直し等によりその内容の充実を
その内容の充実を図っているか。 図っているか。

第２ ３ (2) ② 障害者に対する指導技法等の開発・普及 第２ ３ (2) ② 障害者に対する指導技法等の開発・普及

・職業訓練上特別な支援を要する障害者に対する職業訓練内 ・職業訓練上特別な支援を要する障害者に対する職業訓練内容、指導
容、指導技法等をマニュアル等にとりまとめ、他の障害者 技法等をマニュアル等にとりまとめ、他の障害者職業能力開発校等
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職業能力開発校等への提供、その訓練指導員に対する研修 への提供、その訓練指導員に対する研修の実施等を行っているか。
の実施等を行っているか。

・アンケート調査の回答者のうち８０％以上の障害者職業能 ・アンケート調査の回答者のうち８０％以上の障害者職業能力開発校
力開発校等から有用であった旨の評価が得られたか。 等から有用であった旨の評価が得られたか。
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高齢・障害者雇用支援機構評価シート（１２） （注：中期計画二年度目）

中期目標 中期計画 平成２１年度計画 平成２１年度の業務の実績

第３ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービス 第２ 国民に対して提供するサービスその他の
その他の業務の質の向上に関する事項 その他の業務の質の向上に関する目標 業務の質の向上に関する目標を達成するため
通則法第２９条第２項第３号の国民 を達成するためとるべき措置 とるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

２ 障害者に係る雇用関係業務に関す ３ 障害者に係る雇用関係業務に関す ３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項
る事項 る事項

(3)納付金関係業務等の実施に関する事 (3)納付金関係業務等の実施に関する事 (3)納付金関係業務等の実施に関する事項
項 項
障害者の雇用に関する事業主の社会 世界的な金融危機の影響等により雇用失業

連帯責任の円滑な実現を図る観点か 情勢が悪化し障害者を取り巻く雇用環境にも
ら、障害者の雇用に伴う事業主の経済 影響が見られる中、厚生労働省の「障害者雇
的負担を調整するとともに、障害者の 用維持・拡大プラン」（平成２１年２月６日
雇用の促進等を図るため設けられた 付け厚生労働省職業安定局長通達）に係る職
「障害者雇用納付金制度」に基づく、 業安定機関の取組と連携し、障害者雇用アド
障害者雇用納付金の徴収並びに障害者 バイザーによる相談・援助の効果的実施、中
雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者 小企業に対する改正雇用納付金制度の周知活
特例調整金、在宅就業障害者特例報奨 動の戦略的展開に積極的に取り組む。
金及び各種助成金の支給等の機構が実
施する納付金関係業務については、障
害者の雇用の促進に寄与するために、
法律の目的にのっとり、適正かつ効率
的な運営を図ること。
また、障害者の雇用に関する実践的

手法の開発、講習の事業、啓発の事業
を効果的に実施することにより、事業
主の障害者雇用の取組を支援し、障害
者の雇用促進を図ること。
なお、障害者雇用納付金申告対象事

業主等に対する調査や就労支援機器の
貸出しなど、駐在事務所の廃止に伴い
本部組織に一元化される業務について
は、サービスの質の維持や不正受給の
防止に支障が生じないよう留意すると
ともに、集約化による専門性の向上等
業務の効率的かつ効果的な実施に努め
ること。

① 障害者雇用納付金の徴収並びに障 ア 障害者雇用納付金の徴収及び障害 ① 障害者雇用納付金の徴収及び障害者雇用
害者雇用調整金、報奨金、在宅就業 者雇用調整金、報奨金等の支給 調整金、報奨金等の支給
障害者特例調整金及び在宅就業障害
者特例報奨金の支給に関する業務の
適切な実施

ア 障害者雇用納付金の徴収並びに障 障害者雇用納付金制度について適 イ 障害者雇用納付金制度について適切な周
害者雇用調整金、報奨金、在宅就 切な周知、理解の促進を図るため、 知、理解の促進
業障害者特例調整金及び在宅就業 関係機関との連携を図りつつ、事業 障害者雇用納付金制度については、事業
障害者特例報奨金の支給について 主説明会を第２期中期目標期間中、 主から的確な申告、支給申請がなされるよ
は、適正かつ効率的に行うことは 毎年度平均で２５０回以上開催する う、以下の各事業を実施する。
もとより、障害者雇用納付金制度 ほか、パンフレット、記入説明書等
の周知、理解の促進を図るため、 の配布を行う。 (ｲ)事業主説明会の開催
関係機関との連携を図りつつ、事 事業主説明会については、関係機関と
業主説明会を幅広く実施すること。 の連携を図りつつ、事業主から申告、支

給申請が的確になされるよう２５０回以
上開催するほか、今後の事業主説明会の
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説明内容及び制度、事務手続についての
周知、理解の促進を図るために作成する
パンフレット、記入説明書等の充実に資
するため、引き続き、参加者アンケート
を実施する。

(ﾛ)パンフレット、申告書の記入説明書等
の作成、配付
制度及び事務手続について適切な周知、

理解の促進を図るため、制度について分
かりやすく記載したパンフレット、様々
な記入例を交えた申告書の記入説明書等
を作成、配布する。また、その内容は、（ｲ）
の参加者アンケート結果等の事業主から
の意見を十分踏まえたものとする。
また、パンフレット等の内容をホーム

ページに掲載することにより、事業主の
制度、手続に対する理解を深めるととも
に円滑かつ的確な申告・申請に資するも
のとする。

(ﾊ)職業安定機関との連携及び受託法人と
の連絡会議の開催
障害者雇用率達成指導業務を実施する

職業安定機関と緊密な連携を図り、必要
な情報交換を行うとともに、１月に受託
法人の業務担当者を対象に「納付金関係
業務担当者全国会議」を開催し、制度及
びその運営についての共通の理解と認識
を深める。

ロ 障害者雇用納付金制度の改正に係る周知
・広報
改正障害者雇用促進法により平成２２年

７月から障害者雇用納付金制度の適用対象
となる中小企業事業主等に対し、施行前の
早い段階から改正内容の周知徹底を図って
いくことが重要であることから、平成２１
年度においては、次の周知・広報を効果的、
積極的に実施する。
・ リーフレットの作成・配布及び広報
誌、ホームページ、事業主説明会その他
各種会議等を活用した改正内容の広範な
周知
特に、中小企業に対しては、わかりやす
いパンフレットを作成し活用する。

・ 新たに納付金制度の適用が見込まれる
中小企業事業主に対する計画的な個別訪
問によるきめ細かな周知・説明

・ 地域の経済団体、業界団体等に対する
協力要請による傘下事業主等への周知・
広報

・ 職業安定機関との連携による、障害者
雇用率達成指導と併せた周知・説明

イ 障害者雇用納付金については、厳 障害者の雇用の促進等に関する法 ハ 障害者雇用納付金の的確な徴収並びに障
正な審査、調査の実施により、９ 律（昭和３５年法律第１２３号）に 害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者
９％以上の収納率を維持すること。 基づき、障害者雇用納付金の的確な 特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金

徴収並びに障害者雇用調整金、報奨 の適正な支給
金、在宅就業障害者特例調整金及び 障害者雇用納付金については、厳正な審
在宅就業障害者特例報奨金の適正な 査を実施するほか、正確な申告及び納付期
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支給を行うため、厳正な審査を実施 限の遵守についての指導・督励を行うとと
するほか、障害者雇用納付金申告対 もに、機構本部及び受託法人において、電
象事業主等に対して調査を的確に実 話、文書等により積極的に納付督励・督促
施することにより、障害者雇用納付 を実施する。
金については９９％以上の収納率を 特に最近における景気の急速な悪化の中
維持する。また、障害者雇用率達成 で厳しい経営環境の企業の増加に対応し、
指導業務を実施する職業安定機関と 納付金の滞納や倒産等による収納不能の事
緊密な連携を図り、必要な情報交換 案の増加を抑制するため、事業主に対する
を行う。 未納付理由の把握及び納付督励をより早期

に実施するとともに、倒産企業の早期把握
と迅速な対応に取り組むこととし、実施に

当該年度内に収納に至らなかった 当たっては機構本部及び受託法人の密接な
未収納付金等については、納付督励 連携のもと、個々の事案の実情に応じた的
・督促を継続的に実施する等により、 確な対応を図る。
確実な徴収を図る。 さらに、機構本部及び駐在事務所におい

て、障害者雇用納付金申告対象事業主等に
対する調査を的確に実施する。これらのこ
とにより、９９％以上の収納率を維持する。
また、障害者雇用率達成指導業務を実施

する職業安定機関と緊密な連携を図り、必
要な情報交換を行う。
なお、当該年度内に収納に至らなかった

未収納付金等についても、機構本部及び受
託法人において、未納付事業主の状況につ
いて情報を収集・把握し、その状況に応じ
た電話、文書等による納付督励・督促の継
続的な実施とともに、未納付事業主を訪問
しての納付金の確約書面の取り付け等によ
り確実な徴収を図る。
また、障害者雇用調整金、報奨金、在宅

就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者
特例報奨金の支給に関しても、厳正な審査
を実施し、適正な支給を行う。

障害者雇用納付金申告対象事業主、 ニ 障害者雇用納付金申告対象事業主、調整
調整金支給対象事業主等の利便性の 金支給対象事業主等の利便性の向上
向上を図るため、申告・申請手続の 障害者雇用納付金電算機処理システムを
簡素化及び電算機処理システムの改 活用することにより、申告・申請の迅速か
定等を実施する。 つ厳正な審査を実施するほか、事業主から

の直接又は受託法人を経由した照会等に対
して、的確で速やかな助言、指導等を実施
する。
また、事業主の申告・申請にかかる事務

手続の簡素化及び利便性の向上を図るた
め、申告・申請手続の簡素化及び制度改正
への対応を含めた電算機処理システム等の
改定等の実施に向けて検討する。

ホ 調査の効率的かつ的確な実施
調査に当たっては、特に次の点に留意し

実施する。

(ｲ)効率的かつ的確な調査を行うため、受
託法人の把握する情報を積極的に活用す
る。また、対象事業主の選定に当たって
は、障害者雇用納付金制度に基づく助成
金に係る調査とも連携し、より効率的な
調査を実施する。

(ﾛ)はじめて申告・申請を行った事業主に
係る申告・申請内容全般並びに出向者、
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パートタイム労働者及び派遣労働者を雇
用する事業主に係る常用雇用労働者数の
取扱いに留意して、それらの正確な把握
に努める。

なお、障害者雇用納付金申告対象 (ﾊ)なお、障害者雇用納付金申告対象事業
事業主等に対する調査については、 主等に対する調査について、平成２１年
駐在事務所の廃止及び本部組織への 度末の駐在事務所の廃止及び本部組織へ
一元化に際し、不正受給の防止に支 の一元化に向け、不正受給の防止に支障
障が生じないよう留意するとともに、 が生じないよう留意するとともに、集約
集約化による専門性の向上等業務の 化による専門性の向上等業務の効率的か
効率的かつ効果的な実施に努める。 つ効果的な実施が図られることとなるよ

う準備を進める。

ヘ 電子納付システムの利用促進
事業主サービスの向上と事務処理の効率

化、迅速化を図るため、電子納付システム
について、納付書に利用案内チラシを同封
するほか、事業主説明会において具体的な
利用方法や利便性等について説明するとと
もに、個別事業主に対する利用促進の働き
かけ等を実施する。特に、大都市圏を中心
に機構本部が作成する事業所のリストに基
づき受託法人の幹部職員等が直接訪問等に
より利用の促進を図る。

【評価項目１２ 障害者雇用納付金の徴収及び障害者雇用調 自己評価 評定
整金、報奨金等の支給業務】

評 価 の 視 点 等（現行） 評 価 の 視 点 等（案） 変 更 の 理 由 等

［数値目標］ ［数値目標］
・事業主説明会を第２期中期目標期間中、毎年度平均で２５ ・事業主説明会を第２期中期目標期間中、毎年度平均で２５０回以上

０回以上開催すること。 開催すること。

平成20年度 279回
（平成19年度 259回）

・障害者雇用納付金については、厳正な審査、調査の実施に ・障害者雇用納付金については、厳正な審査、調査の実施により、９
より、９９％以上の収納率を維持すること。 ９％以上の収納率を維持すること。

平成20年度 99.76％
（平成19年度 99.78％）

［評価の視点］ ［評価の視点］
第２ ３ (3) ① イ 障害者雇用納付金制度について適切 第２ ３ (3) ① イ 障害者雇用納付金制度について適切な周知、

な周知、理解の促進 理解の促進

・関係機関との連携を図りつつ、事業主説明会を第２期中期 ・関係機関との連携を図りつつ、事業主説明会を第２期中期目標期間
目標期間中、毎年度平均で２５０回以上開催するほか、パ 中、毎年度平均で２５０回以上開催するほか、パンフレット、記入
ンフレット、記入説明書等の配布を行っているか。 説明書等の配布を行っているか。

・関係機関との適切な連携を図っているか。 ・関係機関との適切な連携を図っているか。

第２ ３ (3) ① ロ 障害者雇用納付金の的確な徴収並び 第２ ３ (3) ① ロ 障害者雇用納付金の的確な徴収並びに障害者


